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第２０３回 教育研究評議会議事要録 

 

日  時 令和３年３月１６日（火）１６時００分～１６時５５分 

 

場  所 大学本部棟５階第１会議室（ＴＶ会場：医学部管理棟２階学長室） 

 
出 席 者 

（評議員）島田学長、早川理事、村松理事、袖山理事、杉山理事、武田理事、岩﨑副学長、 
風間副学長、中村教育学域長、中尾医学域長、熊田工学域長、奥田生命環境学域長、 
西久保附属図書館長 
大隅・古家・小泉・榎本・小谷・中山・黒澤・岸上・佐藤・飯山 各教授 

（列席者）市川理事、齋藤監事、八巻監事、山田学長補佐、内藤クリエイティブマネージャー、 
小林総務部長、池田施設・環境部長、窪田教学支援部長、茅国際部長、 
田中監査課長、志村企画課長、石原総務課長、田中財務管理課長、齊藤教務企画課長、 
網倉教育学域支援課長、土屋医学域総務課長、小林工学域支援課長、 
石原生命環境学域支援課長、 
植村総務課課長補佐 

 
議事要録確認 

 第 202 回教育研究評議会（3.2.16 開催）議事要録を確認した。 

 

報告事項 

１ 令和３年度役員・役職予定者について 

袖山理事から、資料１により、令和３年度の新任予定者について報告があった。 

なお、選考中の役職については、追って報告することとした。 

 

 報告事項２～５（資料２～５）については、新型コロナウイルス感染症防止の観点（会議時間短

縮）から、説明を省略して各自確認することとし、意見等がある場合は、担当理事に連絡願うこと

とした。 

 

２ 役員会の開催状況について（資料２） 

３ 大学院総合研究部会議の開催状況について（資料３） 

４ 学生の学籍異動について（資料４） 

５ 令和２年度電気使用量及び使用金額について（資料５） 

 

審議事項 

１ 教員の採用（昇任）選考（案）について 

  袖山理事、中村教育学域長、中尾医学域長及び熊田工学域長から、資料６及び机上配付資料

により、次の教員に係る選考経緯等について説明があり、審議の結果、これを承認した。 

   

  ・令和３年４月１日採用 教育学域教育学系     教授１名（非公募） 
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  ・令和３年４月１日昇任 医学域看護学系      教授１名（非公募） 

  ・令和３年４月１日採用 医学域看護学系     准教授１名（公募） 

  ・令和３年４月１日昇任 医学域看護学系     准教授１名（非公募） 

  ・令和３年４月１日採用 医学域臨床医学系   特任講師１名（非公募） 

  ・令和３年４月１日昇任 工学域電気電子情報工学系 教授１名（非公募） 

  ・令和３年４月１日昇任 工学域土木環境工学系   教授２名（非公募） 

  ・令和３年４月１日昇任 工学域物質科学系     教授１名（非公募） 

  ・令和３年４月１日昇任 工学域物質科学系    准教授１名（非公募） 

 

２ 経営協議会学外委員（案）について 

袖山理事から、資料７により、経営協議会学外委員の任期満了に伴い、令和３年４月１日付

けで同学外委員（再任９名、新任１名）を任命する旨説明があり、審議の結果、これを承認し

た。 

 

３ 山梨大学学則の一部改正（案）について 

村松理事から、資料８により、地域食物科学科ワイン科学特別コースの教育目標の変更及び

教員の免許状授与の所要を得させるための学部学科等の課程として認定（「高等学校教諭一種

免許状」に「工業」）されたことに伴い、学則の一部を改正する旨説明があり、審議の結果、こ

れを承認した。 

 

・山梨大学学則 

 

４ 山梨大学大学院学則の一部改正（案）について 

村松理事から、資料９により、教職大学院の課程におけるストレートマスターの学生に対し

て、教育実践創成専攻内でのみ転コースを可能とすることなどに伴い、大学院学則の一部を改

正する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

・山梨大学大学院学則 

 

５ 山梨大学大学院教育マネジメント室要項の制定（案）について 

村松理事から、資料 10 により、大学院の特別教育プログラムに特化したマネジメント室か

ら、主に大学院の共通課題を検討するマネジメント室へ転換することに伴い、新たに標記要項

を制定すること及び同要項制定に伴い、山梨大学大学院教育マネジメント室規程を廃止する旨

説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

・山梨大学大学院教育マネジメント室要項（制定） 

・山梨大学大学院教育マネジメント室規程（廃止） 

 

６ フェローシップ細則制定（案）について 

村松理事から、資料 11により、優秀な大学院博士課程学生に研究支援を行う「山梨大学融合

研究実践ドクターフェローシップ細則」及び女性を限定とした優秀な大学院博士課程学生に研
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究支援を行う「山梨大学 Co の花フェローシップ細則」を各事業の採択を受けて制定する旨説

明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

・山梨大学融合研究実践ドクターフェローシップ細則（制定） 

・山梨大学 Co の花フェローシップ細則（制定） 

 

７ 令和３年度年度計画（案）について 

早川理事から、資料 12 により、各理事が中心となり検討・作成した令和３年度の年度計画

（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。 

なお、３月末日までに文部科学省に提出する必要があるため、意見等がある場合は速やかに

企画課に連絡願いたい旨依頼があった。 

また、修正等に係る最終的な判断は執行部に一任することにした。 

関連して、国立大学法人法改正案において、第４期中期目標期間から、文部科学大臣に届出

を行う年度計画や年度評価の廃止が予定されている旨説明があった。 

 

８ 医学部看護学科の講座変更（案）について 

早川理事から、資料 13により、医学部看護学科の３講座を廃止し、新カリキュラムに対応し

たシンプルで分かりやすい「看護学」の１講座に集約すること、同学科の講座変更と併せ、新

たに山梨大学講座・学科目等細則を制定すること及び同細則制定に伴い、山梨大学講座・学科

目等規則を廃止する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

・山梨大学講座・学科目等細則（制定） 

・山梨大学講座・学科目等規則（廃止） 

 

９ 「山梨 GLIA センター」の設置（案）について 

早川理事から、資料 14により、グリア・免疫学研究を基軸に異分野融合研究の推進及び新た

な教育への展開を図り、先端脳科学研究の次のブレイクスルーを目指すため、本学教育研究組

織設置規程に基づき、既設の学際的脳－免疫研究センターを発展的に改組（拡充）し、標記新

センターを設置すること、同センターの設置に伴い国立大学法人山梨大学基本規則の一部を改

正することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

・国立大学法人山梨大学基本規則 

 

10 「地域防災・マネジメント研究センター」の認定更新（案）について 

早川理事から、資料 15により、本年度末で認定期限を迎える標記センターについて、認定期

間を令和８年３月 31 日まで（５年間）更新する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

11 寄附講座（地域周産期等医療学講座）の設置期間延長（案）について 

早川理事から、資料 16により、平成 20年度から設置している標記寄附講座について、令和

３年４月１日～令和４年３月 31 日まで設置期間を延長する旨説明があり、審議の結果、これ

を承認した。 
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12 外交学院（中国）との大学間交流協定の更新（案）について 

村松理事から、資料 17により、学生、教職員の交流及び共同研究の推進などを目的として、

外交学院（中国）と大学間交流協定を更新すること、派遣人数を３名から２名に変更すること

及び協定を自動更新とすることについて説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

13 国立陽明交通大学（台湾）との大学間交流協定の締結（案）について 

村松理事から、資料 18により、平成 30年に国立陽明大学と交流協定を締結していたが、同

大学と国立交通大学が合併したため、新たに学生、教職員の交流及び共同研究の推進などを目

的として、国立陽明交通大学（台湾）と大学間交流協定を締結する旨説明があり、審議の結果、

これを承認した。 

 

14 令和４年度施設整備費等に係る要求事項の選定（案）について 

杉山理事から、資料 19により、各学域等からの要求書に基づきヒアリングを実施し、学長、

理事等の評価結果を基に作成した施設整備費要求事業５件（2,500 万円以上）、営繕事業３件及

び学内施設環境整備事業３件（2,500 万円未満）の要求事項についての説明があり、審議の結

果、これを承認した。 

なお、要求順位については、学長一任とすることとした。 

 

15 施設・スペースの使用許可申請（案）について 

  杉山理事から、資料 20 により、人事異動に伴う申請 88 件、地域人材養成センター設置に伴

う申請 33件、学修環境改善に伴う申請 55 件及びプロジェクトに伴う申請２件について説明が

あり、審議の結果、これを承認した。 

 

16 押印手続きの見直し等に伴う学内規則の一部改正（案）について 

村松理事から、資料 21により、規制改革実施計画（令和２年７月 17日閣議決定）及び文部

科学省大臣官房長通知（令和２年 12 月１日）による書面・押印・対面の見直しに伴い、押印手

続きに関連する学内規則等を一括改正する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

 

 

審議終了後、島田学長から、参考資料により、今年度をもって退任となる本会構成員並びに定年

退職となる事務管理職について、紹介があった。 

 

 

※次回会議 令和３年４月 20 日（火）16 時 00 分からの開催を確認した。 


